
【問合せ先】
〒812-0031
福岡市博多区沖浜町8-1（福岡港湾合同庁舎5階）
水産庁九州漁業調整事務所 総務課総務係
TEL 092-273-2000
水産庁ＨＰ http://www.jfa.maff.go.jp/
事務所ＨＰ http://www.jfa.maff.go.jp/kyusyu/
（職員数）事務系31名 技術系79名

九州漁業調整事務所は、水産庁（農林水産省の外局）の地方支分部局の一つとして九州７県及び山口県
の地先海面（瀬戸内海の海面を除く）を管轄区域とし、漁業秩序の維持と円滑な操業を確保するため、
我が国周辺水域において外国漁船及び我が国漁船の指導取締りを行うとともに、水産動植物の繁殖保護、
沿岸漁業の振興、漁業紛争の調整、大臣許可漁業の許可事務等を行っています。

採用時の勤務地は、福岡市となりますが、通常、採用後３～４年後から係長昇任前後にかけて水産本庁
（東京）への転勤があります。平均的には約３年サイクルで担当業務が変わり、水産関係行政全般に精
通できます。
水産本庁以外での勤務先としては、北海道（札幌）、瀬戸内海（神戸）等の漁業調整事務所もあります。

採用時には、①庶務・会計等、②資源管理の推進等、③沿岸漁業の振興、漁場の保全等、④沿岸・沖合
漁業の指導、調整、許認可等、⑤漁業取締り等に関する事務のうち、いずれかの係に配属されます。

私は、令和４年４月１日付けで水産庁九州漁業調整事務所に採用され、振興課に所属しています。

振興課は沿岸漁業の振興に関する業務を行っており、私は主に赤潮情報の収集や補助金に関する業務を

担当しています。補助金に関連する業務として、漁業者の所得向上を目指す「浜の活力再生プラン」に関

連する補助事業への指導や助言を行っています。提出された様式や資料などに間違いがあってはいけない

ので、少しでも疑問に思えば担当者などと連絡を取り合うことを意識しています。他の課と比べて現場に

行く機会は少ないのですが、補助事業で扱う金額は大きく、国の仕事をしている実感があり、やりがいを

感じています。

また、当事務所には他にも資源管理に関する業務を行う課や外国漁

船の取り締まりを行う課など、１部屋の中で多岐にわたる業務を行っ

ております。非常にコミュニケーションが取りやすい職場であり、他

の課の人たちと交流がしやすいため、さまざまな水産知識を深く学ぶ

ことができると思います。

入庁当時は水産関係の知識が全くなかったのですが、わからないこ

とを気軽に相談できる上司に囲まれ、日々成長していることを実感し

ています。私の先輩たちも入庁時は水産関係の知識がない人が多く、

どの課に配属されても一つ一つ丁寧に教わりながら業務をこなすこと

ができると思います。今まで水産になじみがなかった方でも海や魚に

少しでも興味があればぜひ当事務所にお越しください。来年一緒に働

くことを楽しみにしています。

（令和４年度採用 一般職（大卒）行政九州）

水産庁九州漁業調整事務所


